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教 育 委 員 会 １ ０ 月 定 例 会 報 告

１ 開催日時

令和６年１０月１６日(水) １３：０５～１５：３０

２ 出席者

委 員 佐 古 順 子

中 嶋 剛

朝 長 昭 光

宮 本 真由美

教育長 遠 藤 雅 己

事務局

教育政策監 江 浪 俊 彦 教育次長 川 下 隆 治

教育総務課長 楠 本 奈津子

教育総務課参事（学校給食センター所長） 三 谷 優 子

教育総務課参事（学校施設整備室長） 内 田 博 康

学校教育課長 堺 邦 寿 学校教育課参事 西 野 理 英

社会教育課長 山 口 尚 子 文化振興課長 大 野 安 生

文化振興課参事（歴史資料館長) 今 村 明

図書館館長 堀 江 史 佳 教育総務課課長補佐 桒 原 孝 司

３ 議事

《議案》

第４３号議案 専決処分の承認について（人事案件について（１０月人事異動））

第４４号議案 大村市立小・中学校処務規則の一部を改正する規則について

《報告事項》

(1) 学校給食における異物混入について

(2) 大村市学校施設長寿命化計画に係る事業計画の見直しについて

(3) 歴史資料館特別展及び講演会の開催について

(4) ミライｏｎ図書館のイベントについて

(5) 大村市体育文化センター喫茶ラウンジ飲食店出店事業者公募について

４ 議事録

教育長

ただいまから令和６年１０月教育委員会定例会を開催します。本日

の会議は、定足数に達しております。

議事日程１「前回会議録の承認」を議題とします。原案のとおり会

議録を承認することとしてよろしいでしょうか。
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全委員 はい。

教育長

それでは、ご異議ありませんので、承認することとします。

議事日程２「教育長報告」を行います。

９月１８日水曜日、定例教頭会をコミセンで行っております。

９月１９日木曜日、私と事務局の職員数名で、「Conne（コンネ）」

を訪問し、「Conne（コンネ）」に通う子ども達とお話しをしてきまし

た。非常に明るい子やリーダー的な子もいまして、色々な子がいるん

だなと思ったところでございます。

９月２０日金曜日、新任校長校訪問ということで、牛嶋校長の鈴田

小学校で研修会を行ったところです。

同日、インターハイのソフトボールと卓球競技の県からの派遣教員

が県に戻るということで、慰労会が開催され、それに参加いたしまし

た。

９月２４日火曜日、交通安全の立哨指導を行いました。秋の全国交

通安全運動の期間でしたが、この期間に大きな事故は起こりませんで

した。

同日、令和６年度大村市要保護児童対策地域協議会が開催され、出

席しております。市長主催の会議になります。

９月２５日水曜日、「令和６年度地区別市町教育長、小・中・義務

教育学校長合同研修会」が開催されております。

９月２６日木曜日、日本財団からボートレース大村に車椅子の寄贈

がありました。この車椅子は、運動会用の車椅子で、新たに開発され

たものでございます。

９月２７日金曜日、９月議会最終日で、本会議が開催されておりま

す。

同日、新任校長校訪問で、萱瀬中学校に行ってまいりました。

９月２８日土曜日、大村工業高等学校第５３回体育祭に出席しまし

た。この体育祭で、２６日に寄贈された車椅子が使用され、日本初の

高校での車椅子競走が行われました。テレビ等でも放映があり、ご覧

になった方もいらっしゃるかと思います。今年は、三城小学校、大村

工業高校の２校で、車椅子競技が行われ、インクルーシブな運動会に

なったところでございます。

同日、日本スポーツマスターズ2024長崎大会が開催され、高円宮妃

久子様がお見えになり、シーハットでバスケットボールの試合をご覧

になられました。我々もお迎え、お見送りをいたしたところでござい

ます。

９月２９日日曜日、令和６年度大村市防災訓練を市大会議室で開催

しております。警察、消防署はじめ、陸上自衛隊、海上自衛隊などす

べての機関が参加して、防災訓練を行っています。教育委員会からも

参加しております。

１０月１日火曜日、不登校対策協議会を開催しています。

１０月２日水曜日、市の中総体の駅伝競走大会を諫早市陸上競技場

の外周で開催しました。男子２校、女子２校を県大会に送るための大

会で、１１月７日に県大会が行われます。

同日、活水高等学校 1 年生 宅島 浬子（たくしま りこ）さん

が、市長を表敬訪問されています。第６９回九州吹奏楽コンクールで

活水高等学校吹奏楽部が金賞を受賞され、１０月２０日の第７２回全

日本吹奏楽コンクールに参加するということでございました。



- 3 -

１０月６日日曜日、市内小学校運動会を開催しました。教育委員の

皆様も大変お暑い中ご参加いただき、ご声援を送っていただき、あり

がとうございました。

１０月７日月曜日、中高特支連絡協議会第２回代表者会に出席して

おります。

１０月９日水曜日、長崎県公民館大会大村・東彼大会の第２回実行

委員会を開催しております。

１０月１０日木曜日、琴花園様から市内小学 1 年生へのチューリッ

プ球根の贈呈式がありました。小学１年生約 1,000 名に一人５個ずつ

球根をいただきました。オランダで栽培しているチューリップ球根が

温暖化でなかなか育たず、値段も上がっているとのことでした。そう

いった貴重な球根を今年度も贈呈していただきました。今年度で６年

目になります。ありがとうございました。

１０月１２日土曜日、放虎原こども園の第１１回運動会が開催され

ております。０歳児から５歳児まで、人数がすごく増えています。共

働きの家庭が多いですので、増えているのかなと思います。

同日、おおむら学習センター文化祭がコレモおおむらイベント広場

で開催されております。約７０名の高校生が通信教育を受けていると

のことで、かなり増えている印象です。子ども達が色んな店舗を開店

して、元気に文化祭を楽しんでいました。

同日、Go To Omura Big 歌謡ショーがシーハットメインアリーナで

開催されました。1,500 人ぐらいが集まりまして、大変盛況でござい

ました。五島と大村のパイプをつないで実施されたイベントでござい

ます。

同日、桜が原中学校吹奏楽部第３７回定期演奏会がさくらホールで

開催されております。

１３日日曜日、令和６年度大村市スポーツ協会表彰式が開催されて

おりますが、市民スポーツ大会の中で、表彰式も行われています。

同日午後、第３４回玖島中学校吹奏楽部定期演奏会がさくらホール

で開催されています。宮本委員も出席されていました。

１４日月曜日、大村中学校吹奏楽部定期演奏会がさくらホールで開

催されています。たくさんの行事がありまして、吹奏楽部の定期演奏

会は、あと２校残っています。西大村中学校がマーチングバンドで、

九州大会に出場していますので、後ほど開催されます。もう１校は郡

中学校が残っています。

以上で教育長報告を終わります。各委員から、何か報告はありませ

んか。

教育長
続きまして、議事日程３「第４３号議案」を議題とします。事務局

の説明を求めます。

教育総務課長

第４３号議案、専決処分の承認についてでございます。

令和６年１０月１日付け人事異動について、大村市教育委員会教育

長に対する事務委任規則第２条の規定により、本日お配りした議案集

２ページ専決処分書のとおり専決処分いたしましたので、委員会の承

認を求めるものです。

異動の内容につきましては、３ページのとおりであり、今回は一般

職のみの異動でございます。

説明は以上です。ご承認方よろしくお願いします。

教育長 ご質問はございませんか。
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教育長 ご意見はございませんか。

教育長
ご意見がございませんので、採決します。第４３号議案について、

原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

全委員 はい。

教育長 ご異議ありませんので、原案のとおり承認することといたします。

教育長 次に「第４４号議案」を議題とします。事務局の説明を求めます。

学校教育課長

議案集の４ページをお願いします。第４４号議案、大村市立小・中

学校処務規則の一部を改正する規則について、教育委員会の審議を求

めるものでございます。

資料５ページ、中ほどの様式第２号、卒業証書の割印を削るという

ものでございます。６ページをご覧ください。下段の部分ですが、卒

業証書につきましては、卒業証書授与台帳とこの卒業証書に割印を押

していましたが、今回この割印の部分を削るという改正でございま

す。法的なところでは、この割印がないことをもって、卒業証書の効

力がなくなるということはないということでございます。

大きな理由としましては、学校における教職員の業務の負担軽減が

ございます。このことについては、全国的にも卒業証書授与台帳のデ

ジタル化に伴うこと、また、押印の廃止、教職員の負担軽減の流れか

ら、割印を削るということが進められているところです。近隣の市町

では、諫早市が昨年度から割印を削除しているという情報が入ってい

ます。

説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

教育長 第４４号議案について、ご質問はありませんか。

教育長 それでは、質疑を終結します。ご意見はないでしょうか。

教育長
それでは、意見を終結します。採決します。第４４号議案につい

て、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

全委員 はい。

教育長 ご異議ありませんので、原案のとおり決定いたします。

教育長
議事日程４「自由討論」に入ります。委員の皆様から議事以外に何

かございませんか。

朝長委員

コロナ・インフルエンザの資料をご覧ください。大村市内の発生状

況です。コロナは、９月になってから、とんとんとんと減りまして、

１０人台から１桁になってきて、今は数名出ている状況です。

インフルエンザはほとんどいないんですが、たまにぱらぱらと出て

います。

左下に長崎県の定点報告がありますが、コロナは８月上旬の３２週

で１７.４２、右下の全国平均では１０.４８でした。９月３０日から

の４０週では、長崎県が１.８１、全国が３.０７で、全国がまだ少し

出ています。

インフルエンザは、長崎県でもほとんど出ていなくて、全国では８

月まで定点の集計もありませんでした。９月からまた集計が始まって

います。３７週で０.５１です。

今朝テレビを観ていましたら、東京の医者が「インフルが増えてき

ている。今年は流行が早いです。」ということを言ってました。南半

球のデータを参考に北半球の流行を予測しますが、そんなに大きく言

うことかなと思いました。東京や大阪など一部で流行ってきているの
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で、そういった報道があったんだと思いますが、全国的には違うのか

なと思います。

昔は１２月にインフルエンザの予防接種をしていました。市から６

５歳以上の方が１２月に接種したら補助金を出すようになって、医療

関係者から１１月では補助金が使えないとの声が出ました。その声を

受けて、１１月の接種分についても補助金を使ってもいいようになり

ました。次に小児科から２回接種しないといけないので、１０月から

の接種を補助金の対象にしてもらわないと困るという声が出ました。

その声を受けて、１０月から補助金が使えるようになりました。

たまたまその頃にワクチン不足があり、業者が早く打たないとワク

チンがなくなるとあおったこともあり、また、４、５年に一度インフ

ルエンザが１０月頃から流行ることがあります。そういったことで、

みんなが早く打たないといけないということで、１０月から接種する

ようになりました。

しかし、私は１１月末から１２月にならないと打ちません。毎年接

種している人は、接種してから１、２週間で効果が出ます。１年中予

防接種の効果はありません。接種して２、３か月がピークで、４、５

か月目は効果は落ちます。一番インフルエンザが流行する１月、２月

に効果のピークを合わせるために１２月に打ったほうがいいです。

マスコミは誤解を与えるので、参考にする程度で、ちゃんと定点報

告のデータを見て、長崎や大村で増えてきているということを確認し

て、打ったほうがいいと思います。

次にマイコプラズマ肺炎です。もう１枚の資料をご覧ください。９

月２３日からの３９週で１.６４でした。２０１６年が４１週で１.６

１でした。過去最高の定点報告が出ています。昨日も私の病院で２人

マイコプラズマ肺炎でした。

注意してほしいのは、熱が出て、コロナとインフルエンザの検査を

して、どちらでもなくて安心してしまう。３日以上熱が続いて、何か

おかしいと思って再受診して、レントゲンを撮ったら、肺炎になって

いたということがあります。熱が２日以上続いたらおかしいと思って

ください。コロナの熱も２日目には下がり傾向になります。

どこの学校で流行っているというわけではないようですが、急にぱ

らぱらと増える場合があります。ひどい病気ではありませんが、咳が

残ったりしますので、注意をされたほうがいいと思います。

教育長
いつも貴重な情報を入れていただき、ありがとうございます。他に

ございませんか。

中嶋委員

先ほど教育長からもお話しがありましたが、小学校の運動会に出席

させていただきました。西大村小学校に行きましたが、本当に暑かっ

たです。来賓席がテントの一番前にありましたので、テントの陰がま

ったくかからない。真正面から陽があたっていました。知り合いから

ゴルフより焼けましたねと言われました。途中から後ろの席に下がり

ました。それほど暑かったです。

その中で気付いたことは、休憩時間に子ども達は給水を取ります

が、先生方はグラウンドに水を撒いていました。その水がちょろちょ

ろとしか出ていませんでした。散水設備が整っていないと改めて思い

ました。

西大村小学校の散水設備は、私が校長の時に整備されましたので、

新しい方です。しかし、うまくいっていないなと思いました。他の学
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校も同じような感じではないかと思いました。

以前、黒木小学校の運動会に行ったときは、地元の消防団が来て、

ポンプ車で水を撒いていました。それだけ地域の方に協力をしていた

だいてました。今は黒木小がどうなっているかはわかりません。この

散水設備について、各学校の状況を教えてください。

次に、古町の公民館の少し上の方に西大村小学校発祥の地という石

碑があります。この石碑は卒業生の方が建てたものです。先日大野課

長から私に連絡があり、この石碑がなくなるかもしれないとのことで

した。その石碑があった土地の持ち主が土地を売って更地にするとい

うことでした。

先ほどお話しした西大村小学校の運動会の際に、高濵議員もいらっ

しゃたので、どうなったか聞いてみました。町内で検討した結果、古

町公民館の敷地内に石碑を移すことに決めましたとのことでした。

先日、古町公民館辺りを通ってみました。本経寺の通りからは見え

ませんが、公民館の敷地内に移設してありました。よかったなあと思

いました。

西大村小学校は、明治６年に当時池田郷といいましたが、今は古町

の庄屋跡地にできました。３年後の明治９年に乾馬場町の現在地に移

っています。このことが石碑の裏に書いてあります。無事に移設でき

て本当によかったと思います。

教育長
２つのことについて、お話をいただきました。１つ目の散水栓につ

いて、学校施設整備室長から何かないでしょうか。

学校施設整備

室長

先日、大村中学校でつむじ風が起こりましたので、また高台にある

ということもあり、早急に散水栓を設置する予定としています。

他の学校につきましては、すぐにというわけではありませんが、長

寿命化の工事をする時期に合わせて、グラウンドを整備する際に、散

水栓を設置していきたいと考えています。

教育長
次回の定例会で散水栓の設置状況について報告をお願いします。

他に何かございませんか。

教育長

それでは、これで自由討論を終了します。

議事日程５「報告事項」について、事務局から説明をお願いしま

す。

学校給食セン

ター所長

学校給食における異物混入について、ご説明いたします。資料１ペ

ージをお願いします。

１概要についてです。９月１７日火曜日、大村市小学校給食センタ

ーで調理した学校給食において、旭が丘小学校に配送された汁物、ポ

テトスープに、異物、長さ約１．５ｃｍの金属製の釘１本が混入して

いました。２年生の担任がスプーンですくった際に当該異物に気付

き、ただちに児童のスープに異物がないか確認するとともに、当該ス

ープの喫食を中止いたしました。

なお、今回の異物混入において、体調不良を訴えている児童及び教

職員は確認されておりません。

資料３ページをご覧ください。上段が当日の献立写真です。丸で囲

んでいるのが、異物が混入していたポテトスープになります。下段

が、担任のポテトスープに混入していた釘の写真になります。資料１

ページにお戻りください。

２経過についてです。９月１７日火曜日、１３時頃、担任が食べて

いた汁物、ポテトスープの中に、異物、長さ約１．５ｃｍの金属製の
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釘１本が混入していることを確認いたしました。担任が、汁物、ポテ

トスープをスプーンですくったところ、当該異物に気付いたことか

ら、ただちに児童のスープに異物が混入していないことを確認すると

ともに、当該スープの喫食を中止しました。

１３時２０分頃に、当該小学校から学校給食センターに異物混入の

連絡が入りました。その連絡を受け、学校給食センターにおいて調理

等業務を委託している委託業者社員が、ただちに調理場内を点検し、

調理場内に金属製の釘のようなものが使用されていないことを目視で

確認しています。

１３時４０分頃、当該異物を給食配送車が回収いたしました。

１４時頃、当該異物を学校給食センター職員と委託業者社員で確認

しました。

１５時３０分頃、小学校給食センターに厨房機器を設置した会社に

問い合わせたところ、使用している厨房機器に、当該異物に繋がるよ

うな物は使用されていないことを確認しました。また、調理場内で使

用される機器等については、ステンレス製が基本であることを確認し

ております。

資料２ページをご覧ください。翌日の９月１８日水曜日、８時３０

分頃、作業工程等の確認のため、委託業者管理社員１名が調理場内の

立ち入り検査を実施しました。

１５時頃、学校給食センター職員が調理場内を点検し、調理場内に

金属製の釘のようなものが使用されていないことを目視で確認してい

ます。

９月１９日木曜日、１０時３０分頃、大村市学校給食会が１７日に

提供した汁物の食材を納品した納入業者に聞き取りや店舗確認を行

い、店舗及び食材の保管場所に同様の釘が使用されていないことを確

認しました。また、ホールコーンについても、厳重に金属異物の混入

防止策、金属探知機やマグネットを使用してのチェックがとられてい

ることを確認しました。

１５時３０分頃、学校給食センターにおいて、教育委員会職員６

名、委託業者社員２名で、食材の搬入から動画による調理中の様子、

学校へ配送されるまでの作業工程について、現場確認を行いました。

その後、１６時２０分頃、旭が丘小学校において、教育委員会職員

６名、委託業者社員３名、旭が丘小学校教職員３名で、給食が配送さ

れてから当該クラスで配膳されるまでの作業工程について、現場確認

を行いました。

３原因につきましては、引き続き調査中となります。

４保護者への連絡についてです。９月１８日、当該小学校の保護者

あて、異物混入の発生についてのお詫び文書を当該小学校からテトル

で配付しました。

９月２０日、大村市立小中学校の保護者あて、異物混入の発生につ

いての報告文書を教育委員会から学校を通じて、テトルで配付しまし

た。

このたびは、児童、生徒、保護者、また関係者の皆さまには、大変

ご心配をお掛けいたしました。説明は以上になります。

教育長 ご質問等ございませんか。

教育長
混入の当日にマスコミへの発表もすぐに行い、夕方のニュースで流

れていました。
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中嶋委員
この原因について、調査中とのことですが、原因がわかる見込みは

ありますか。

学校給食セン

ター所長

様々な可能性を考え、調査してまいりましたが、原因を特定するの

は難しいと考えています。

今回のことと同じようなことが起きないように、再発防止策を考え

てまいります。

教育長

釘の混入について、あらゆる経路を検討しましたが、はっきりしな

い状況です。どこかで混入したのは間違いありませんので、引き続き

調査し、再発防止に生かしていきます。

状況が変わりましたら、改めて報告させていただきます。誠に申し

訳ありませんが、このような経過ですので、よろしくお願いいたしま

す。

次に大村市学校施設長寿命化計画に係る事業計画の見直しについて

をお願いします。

学校施設整備

室長

大村市学校施設長寿命化計画に係る事業計画の見直しについて、ご

説明いたします。

４ページをお願いいたします。大村市学校施設長寿命化計画は、令

和５年度から令和１４年度までの１０年間の計画スケジュールを計画

しております。

令和５年度から福重小学校校舎改築、西大村中学校屋内運動場改

築、放虎原小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改良工事など、計画ス

ケジュールに合わせ進めてまいりましたが、新庁舎の建設に伴い、建

設期間である令和７年度から令和９年度までの３年間において、主に

市内業者への平準的な発注を図ることを目的とし、一部を除いて、基

本的に各工事予定年度を２年間延伸することといたします。

ただし、中央小学校校舎につきましては、老朽化が著しいことか

ら、当初の予定どおり進めることといたします。

５ページをお願いいたします。大村市学校施設長寿命化計画変更案

をご覧ください。

上段の小学校につきまして、令和５年度の鈴田小校舎大規模改造

は、既に工事が完了しております。

福重小校舎改築、放虎原小校舎及び屋内運動場長寿命化改修、旭が

丘小校舎及び屋内運動場長寿命化改修、先ほど申した中央小校舎改築

が変更なしとなります。

①三城小校舎改築、③萱瀬小校舎改築を除きます点線で囲まれた部

分をそれぞれ２年延伸いたします。

下段の中学校につきまして、令和５年度の郡中武道場大規模改造

は、既に工事が完了しております。西大村中屋内運動場改築は、変更

なしとなります。

②玖島中校舎大規模改造、③萱瀬中校舎及び屋内運動場改築を除き

ます点線で囲まれた部分をそれぞれ２年延伸いたします。

４ページにお戻りください。２その他の変更についてです。

①三城小学校の校舎改築につきましては、５ページ変更案の①のと

おりとなりますが、令和２年度の国庫補助事業で「女子トイレ洋式化

改修工事」を行っており、令和３年４月から５年間は財産処分ができ

ない、つまり工事の手を入れられないため、令和８年度以降の工事着

手となります。

②玖島中学校の校舎大規模改造につきましては、５ページ変更案の
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②となりますが、当初、「教室学習棟」、「芸術棟」、「管理棟」の３棟

につきまして、年に１棟ずつの工事発注で３年間の工事予定期間を想

定しておりましたが、再検討した結果、３棟分を１件にまとめて工事

発注を行うこととしたため、工事予定期間を変更いたしました。

③萱瀬小学校の校舎改築工事、萱瀬中学校の校舎、長寿命化改修と

屋内運動場の改築工事につきまして、５ページ変更案の③となりま

す。現在も地元と協議中でございますが、施設一体型小中学校として

の整備を検討しているところであります。

当初、令和１３年度から令和１４年度までに予定していた萱瀬小学

校の校舎、改築工事に合わせて行うことを想定しておりましたが、萱

瀬中学校の校舎、長寿命化改良が、本来は令和５年度から令和６年度

までの予定を保留していることもございまして、時期を前倒しし、令

和１０年度から令和１２年度までに、工事予定年次を予定変更してい

ます。

いずれの年度も必要となる監理技術者の人数を勘案するなど、事業

の年次配分について総合的に検討したものでございます。

説明は以上になります。

教育長 何かご質問等ございませんか。

教育長

新庁舎の建設工事が入ってきますので、それに伴って学校の長寿命

化について、少し間隔を開けてやらないと市内の工事業者ができない

ということです。致し方ないことかなと思います。

また、萱瀬小学校と萱瀬中学校の施設一体型小中学校については、

これから説明会を行ってまいりますので、地元を中心にご意見を伺っ

ていこうと思っています。

朝長委員
新庁舎もあると思いますが、工事業者が人手不足でという話も聞き

ます。そういった影響もあるんでしょうか。

学校施設整備

室長

職人が不足していることもありますが、大村市内の業者への発注を

考えていますので、大きな工事になりますと監理技術者を専任で置か

ないといけません。監理技術者となる市内業者の１級建築士などが限

られますので、新庁舎の建設工事期間を考え、２年間延伸するもので

す。

朝長委員

市内の業者に発注するというのは、すごくいいことと思います。ボ

ートレースの利益を市内で使って、その業者が税金を大村市に納め

て、うまく循環していると思います。

中嶋委員

基本的に２年間延期をするとのことですが、市庁舎の建設が理由と

のことでした。私が心配するのは、体育施設や文化ホール、プールな

ど他の工事で、さらに延期になるんじゃないかということです。

もう１点は、ボートレースが今はうまくいっていて、売上げも日本

１となっていますが、これがうまくいかなくなったときに、予定どお

り工事ができるのか。

こういった点は、考えておられますか。

教育次長

新市庁舎建設に注目したのは、大変大がかりな工事で、市内業者さ

んがＪＶという形で入っていくだろうと思います。市内業者さんがそ

ちらに取られてしまうということが想定できるということです。

他にも同時に進んでいく工事が、環境センターの建替え、先ほどお

話しのあった市民プールの建替えがあります。市民プールの建替え

は、市庁舎に比べればそれほど大きな工事ではないということがあり

ます。おそらく市民プールと工事期間が重なっても大きな影響はない
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と考えています。

次に環境センターですが、専門業者がかなり入ってくるので、市内

業者が入るのはかなり限られると考えています。

また、現在の財政計画が令和１１年度までの見通しを出しています

が、ここまでは財源も含め計画化されていますので、予定どおり実施

できるもの考えます。

先ほどお話しがあったとおり体育施設、文化ホール、武道館の建替

えは、先日議会全員協議会で、やる方向で説明をさせていただきまし

た。ただ、いつ着手するのか、いつ工事に入るのかといったことは、

決まっていないという状況です。これも大変大きな建築工事になりま

すので、学校施設長寿命化計画が影響を受ける可能性はあります。学

校施設はどこも老朽化が進んでいるということはありますので、長寿

命化計画を進めていきたいとの大きな合意はありますが、状況を見な

がら、判断させていただきたいと思います。

教育長 次に歴史資料館からお願いします。

歴史資料館長

歴史資料館から展示会及び講演会のご案内をいたします。５ページ

の次のチラシをご覧ください。

令和６年度大村市歴史資料館特別展といたしまして、「大村藩誕生-

「中世」の克服- 」を開催いたします。戦国時代終わり頃から江戸時

代初期にかけて、豊臣秀吉政権から徳川幕府に移る中で、大村藩主が

権力を確立させて、幕藩体制の中での大村藩へと変遷していく過程を

示す展示会になります。期間は今週土曜日１９日から１１月２４日ま

でで、歴史資料館企画展示室で開催いたします。

また、関連事業として、令和６年度郷土史講演会を１０月２６日に

開催いたします。大村藩の誕生に関連しまして、江戸時代の大村藩の

大きな問題でありました宗教問題に関しましてお二人の先生をお招き

して、ミライｏｎ多目的ホールで講演会を開催いたします。

大村の歴史に関する大きなテーマになりますので、ぜひご覧いただ

ければと思います。歴史資料館からは以上になります。

図書館長

令和６年１０月から１１月までのミライｏｎ図書館のイベントにつ

いて、説明いたします。まず、申し訳ありません。資料の訂正をお願

いいたします。資料８ページの６番就職支援、７番木曜コンサートに

続いて６、７となっている個所を８、９に修正をお願いいたします。

申し訳ありませんでした。

では、はじめに、「１ おおむらのしごと」でございます。資料は

チラシをご覧ください。デザイナーの久米真弓さんをお招きし、ワー

クショップを行いながら、グラフィックデザインの仕事について、お

話ししていただきます。

次は、「２ ふしぎ発見まちあるき」でございます。本日配布いた

しましたチラシをご覧ください。古い写真と現在の様子を見比べなが

ら、大村中央商店街を中心に散策します。同時にミライｏｎでパネル

展も開催します。

次は、「３ 吃音を持つ子どもの支援」でございます。資料はチラ

シをご覧ください。言語聴覚士の西野章子（しょうこ）さんをお招き

し、吃音を持つ子どもへの対応や支援についてお話しいただきます。

次は、「４ 語り×（かける）ギター演奏」でございます。チラシ

をご覧ください。やなせたかしさんの短編童話を語りとギター演奏で

楽しんでいただく朗読会です。
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○議事日程６その他について、報告を行った。

１１月定例教育委員会 １１月１９日（火）１５時１５分から

項目５は再掲、６以降は、定例の催しでございますので、説明を省

略いたします。図書館からのお知らせは以上でございます。

教育長 （３）、（４）について、何かご質問はございませんか。

教育長 ないようですので、次をお願いします。

文化振興課長

資料の１４ページをご覧ください。体育文化センター喫茶ラウン

ジ、コミセン１階玄関横にありますが、飲食店の公募を行っていま

す。

１場所は先ほど申し上げたとおりです。２出店予定は、今年度中の

営業開始を予定しています。次年度以降につきましては、事業者から

申出がありましたら、１年更新となります。３選考方法は、公募型の

プロポーザルになります。４がスケジュールでございます。１０月９

日から公募要項の配布を行っています。出店の申込みは、来週水曜日

２３日から１１月１日まで、選考審査会プロポーザルを１１月１２

日、結果発表を１１月１５日金曜日を予定しております。５使用許可

面積は、厨房スペースとその周辺の４２㎡、以前シュシュカフェが入

っていたスペースになります。６が行政財産使用料で、令和６年度で

517,860 円になります。説明は以上になります。

教育長 何かご質問はございませんか。

朝長委員 シュシュが撤退した理由はあるんですか。

文化振興課長
シュシュから聞いていますのは、店長がいらっしゃらなくなって、

跡継ぎを雇えなかったことと聞いております。

朝長委員 採算はとれていたんでしょうか。

文化振興課長
当初よりも営業時間や営業日を減らしてきていましたので、それも

理由かもしれません。

中嶋委員 シュシュカフェは、いつなくなったんですか。

文化振興課長 ７月末で終わりました。

教育長 多くの業者に応募していただいただければと思っています。

教育長 議事日程５「報告事項」について終わります。

教育長 これをもちまして令和６年１０月教育委員会定例会を終了します。


